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未
納
問
題
や
 
 
 

不
公
平
解
消
 
 
 

現
行
の
公
的
年
金
は
制
度
 
 

へ
の
国
民
各
層
の
不
信
感
の
 
 

高
ま
り
に
、
社
会
保
険
庁
に
 
 

よ
る
加
入
記
録
の
ず
さ
ん
な
 
 

管
理
が
重
な
っ
て
保
険
料
の
 
 

未
納
問
題
が
深
刻
化
し
、
制
 
 

度
維
持
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
 
 

る
。
福
田
康
夫
首
相
は
年
金
 
 

改
革
を
中
心
に
社
会
保
障
制
 
 

度
を
議
論
す
る
国
民
会
議
を
 
 

近
く
新
設
す
る
。
 
 
 

日
本
経
済
新
聞
社
は
国
民
 
 

的
な
議
論
の
参
考
に
な
る
こ
 
 

と
を
期
し
、
論
説
委
員
会
と
 
 

東
京
本
社
静
集
局
が
主
体
と
 
 

な
り
、
〇
七
年
九
月
に
「
年
 
 

金
制
度
改
革
研
究
会
」
を
発
 
 

足
さ
せ
た
。
外
部
有
識
者
の
 
 

意
見
を
聞
き
な
が
ら
議
論
を
 
 

日
本
経
済
新
聞
社
は
、
年
金
制
度
改
革
に
関
す
る
報
告
を
ま
と
め
た
。
 
 

少
子
高
齢
化
の
加
速
や
保
険
料
未
納
問
題
の
深
刻
化
で
制
度
維
持
が
難
し
 
 

く
な
り
つ
つ
あ
る
状
態
を
立
て
直
す
た
め
に
、
基
礎
年
金
の
財
政
運
営
を
 
 

本
社
研
究
会
報
告
 
 

税方式に全面移行  
0基礎年金（厚生、共済年金受給者の基礎   
年金部分を含む国民年金）の財源を保険   

料から全額消費税に置き換える  
D税率の上げ幅は5野前後  
○置き換えで全体の負担に増減は生じない   

給付水準は現状稚持  

0月額給付は満額でβ万6000円  
0国内居住10年程度を支給要件に  

。移行期間は旧制度に基づく保険料負担を   
給付に反映  

0年金課税を弓壷め高所得者への給付を抑制  

0支給開始年齢の引き上Iヂを検討   

制度安定へ成長促進  
0 3．7兆円の企業負担軽減分は非正規労働   
者の厚生年金への加入拡大に  

。成長戦略や少子イヒ対策を充実  

0与野党は党派を超えて成案を  

礎
年
金
を
税
方
式
に
し
て
低
 
 

年
金
者
に
税
財
源
に
よ
る
補
 
 

完
年
金
を
支
給
す
る
⑥
基
礎
 
 

年
金
す
べ
て
を
消
費
税
を
財
 
 

源
と
す
る
税
方
式
に
移
行
さ
 
 

せ
る
1
－
と
い
う
も
の
だ
。
 
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
利
点
と
問
題
 
 

点
を
子
細
に
比
較
し
た
。
そ
 
 

の
結
果
、
国
民
に
わ
か
り
や
 
 

重
ね
報
告
を
ま
と
め
た
。
 
 
 

た
た
き
台
と
し
て
四
つ
の
 
 

改
革
案
を
検
討
し
た
。
四
実
 
 

は
①
社
会
保
険
方
式
に
改
良
 
 

を
加
え
る
②
仝
邑
民
の
年
金
 
 

を
二
刀
化
し
て
最
低
保
障
部
 
 

分
に
税
財
源
を
充
て
る
③
基
 
 

持
続
性
高
め
信
頼
 
 

現
行
の
基
礎
年
金
制
度
 
 

は
、
二
十
歳
以
上
六
十
歳
末
 
 

滞
の
日
本
に
住
む
す
べ
て
の
 
 

人
に
加
入
の
義
務
が
あ
る
。
 
 

新
制
度
は
基
礎
年
金
（
厚
生
 
 

財
源
に
よ
る
補
 
 

完
年
金
の
併
 
 

給
」
を
推
す
意
 
 

見
が
あ
っ
た
。
 
 

す
く
、
未
納
問
題
を
解
決
し
 
 

て
国
民
皆
年
金
の
体
制
を
名
 
 

実
と
も
に
整
え
る
に
は
⑥
の
 
 

「
基
礎
年
金
の
税
方
式
化
」
 
 

が
優
れ
て
い
る
と
の
結
論
に
 
 

達
し
た
。
外
部
有
識
者
に
は
 
 

「
保
険
方
式
維
持
」
や
「
税
 
 

社
会
保
険
方
式
か
ら
税
方
式
に
移
行
さ
せ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
給
付
絵
 
 

額
十
九
兆
四
千
億
円
（
二
〇
〇
九
年
度
）
の
財
源
す
べ
て
を
消
費
税
で
賄
 
 

う
こ
と
に
し
、
保
険
料
を
充
て
て
い
る
十
二
兆
円
分
を
消
費
税
に
置
き
換
 
 

え
る
。
こ
の
た
め
税
率
を
五
％
前
後
引
き
上
げ
る
。
保
険
料
は
廃
止
す
る
 
 

の
で
全
体
の
負
担
は
変
わ
ら
な
い
。
制
度
の
持
続
性
を
確
実
に
す
る
と
と
 
 

も
に
無
年
金
者
を
な
く
す
の
が
狙
い
だ
。
（
関
連
特
集
6
、
7
面
に
）
 
 

税
率
5
％
上
げ
、
保
険
 
 

額
給
付
は
満
額
の
場
合
で
六
 
 

万
六
千
円
と
、
．
い
ま
の
基
礎
 
 

年
金
と
同
じ
と
す
る
。
 
 
 

年
金
目
的
の
鴻
巣
税
に
置
 
 

き
換
え
る
十
二
兆
円
分
を
軽
 
 

減
税
率
の
導
入
を
考
慮
せ
ず
 
 

に
計
算
す
る
と
、
税
率
上
げ
 
 

年
金
と
共
済
年
金
の
受
給
者
 
 

の
基
礎
年
金
部
分
を
含
む
国
 
 

民
年
金
）
に
つ
い
て
、
日
本
 
 

で
た
と
え
ば
十
年
な
ど
一
定
 
 

期
間
を
暮
ら
し
た
人
が
受
け
 
 

取
る
年
金
と
す
る
。
仮
称
は
 
 

「
共
通
年
金
」
と
す
る
。
月
 
 

給
付
総
額
と
の
見
合
い
で
上
 
 

げ
幅
は
国
民
の
選
択
に
委
ね
 
 

ら
れ
る
。
現
在
、
国
民
年
金
 
 

で
月
一
万
四
千
百
円
の
保
険
 
 

料
負
担
は
な
く
な
る
。
 
 
 

税
方
式
年
金
の
利
点
は
第
 
 

一
に
、
保
険
料
の
未
納
問
題
 
 

幅
は
五
％
前
後
に
な
る
。
移
 
 

行
時
は
引
き
上
げ
を
二
回
に
 
 

分
け
る
な
ど
経
過
期
阻
左
設
 
 

け
る
。
高
齢
化
と
長
寿
化
に
 
 

よ
る
受
給
者
増
で
将
来
は
五
 
 

％
か
ら
、
さ
ら
に
上
げ
ざ
る
 
 

を
得
な
い
と
み
ら
れ
る
が
、
 
 

（自営業・農業など）  
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員
世
帯
の
専
業
主
婦
も
消
費
 
 

税
を
払
う
た
め
、
世
代
内
の
 
 

不
公
平
が
緩
和
さ
れ
る
。
年
 
 

金
を
受
給
し
て
い
る
高
齢
世
 
 

代
も
税
を
負
担
す
る
の
で
世
 
 

代
間
の
不
公
平
も
和
ら
ぐ
。
 
 
 

第
三
に
、
所
得
の
多
寡
に
 
 

を
解
決
で
き
る
。
国
民
年
金
 
 

の
未
納
率
は
三
四
％
、
免
除
 
 

や
猶
予
を
含
め
た
実
質
未
納
 
 

率
は
五
一
％
に
達
し
て
い
 
 

る
。
財
源
を
年
金
目
的
の
消
 
 

蛮
税
に
置
き
換
え
れ
ば
未
納
 
 

・
未
加
入
書
な
ど
を
含
め
て
、
 
 

す
べ
て
の
人
が
消
費
に
応
じ
 
 

て
必
ず
負
担
す
る
た
め
未
納
 
 

問
題
は
解
消
し
、
．
無
年
金
に
 
 

陥
る
人
を
な
く
せ
る
。
 
 

第
二
に
、
負
担
の
不
公
平
 
 

を
是
正
で
き
る
。
い
ま
は
保
 
 

険
料
を
払
っ
て
い
な
い
会
社
 
 

か
か
わ
ら
ず
定
 
 

額
を
払
う
国
民
 
 

年
金
の
保
険
料
 
 

よ
り
、
消
費
額
 
 

の
一
定
割
合
を
 
 

払
う
消
費
税
の
 
 

ほ
う
が
所
得
が
 
 

低
い
人
の
負
担
 
 

の
度
合
い
が
軽
 
 

く
な
る
傾
向
が
 
 

あ
る
。
第
四
に
、
 
 

社
保
庁
の
徴
収
 
 

部
門
が
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
 
 

年
金
に
関
す
る
国
の
執
行
体
 
 

制
を
効
率
化
で
き
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
利
点
が
相
乗
効
 
 

果
を
発
揮
し
、
年
金
へ
の
信
 
 

頼
を
取
り
戻
せ
る
。
現
役
世
 
 

代
に
と
っ
て
は
引
退
後
の
生
 
 

活
設
計
が
し
や
す
く
な
る
。
 
 
 

1
0
年
間
居
住
 
 
 

支
給
要
件
に
 
 
 

厚
生
年
金
は
基
礎
年
金
の
 
 

保
険
料
半
額
を
事
業
主
が
払
 
 

っ
て
い
る
。
総
額
は
年
三
兆
 
 

七
千
億
円
。
企
業
部
門
は
こ
 
 

の
分
が
負
担
演
と
な
り
、
家
 
 

計
部
門
の
負
担
は
増
す
。
企
 
 

業
の
負
担
軽
減
分
は
パ
ー
ト
 
 

や
契
約
社
員
な
ど
非
正
規
労
 
 

働
者
を
厚
生
年
金
に
も
っ
と
 
 

廃
止
 
 

加
入
さ
せ
る
た
め
の
原
資
に
 
 

充
て
る
よ
う
に
す
る
。
 
 
 

保
険
料
を
原
則
二
十
五
年
 
 

払
わ
な
け
れ
ば
受
給
権
が
得
 
 

ら
れ
な
い
最
低
加
入
要
件
は
 
 

大
幅
に
短
縮
す
る
。
米
、
英
 
 

や
税
方
式
年
金
を
採
用
し
て
 
 

い
る
加
、
豪
な
ど
を
参
考
に
、
 
 

た
と
え
ば
最
低
十
年
間
、
日
 
 

本
に
住
め
ば
受
給
権
を
得
る
 
 

よ
う
に
す
る
。
四
十
年
居
住
 
 

で
満
額
支
給
と
す
る
。
 
 

移
行
は
二
十
1
四
十
年
の
 
 

経
過
期
間
を
設
け
負
担
の
不
 
 

公
平
を
円
滑
に
解
消
す
る
。
 
 

移
行
前
に
保
険
料
を
払
っ
て
 
 

い
た
人
に
は
支
払
期
間
に
相
 
 

当
す
る
受
給
権
を
旧
制
度
に
 
 

基
づ
き
確
保
。
移
行
後
は
六
 
 

十
歳
ま
で
の
居
住
期
間
に
応
 
 

じ
た
額
を
旧
制
度
分
と
合
わ
 
 

せ
て
支
給
す
る
。
未
納
期
間
 
 

が
あ
れ
ば
給
付
は
少
な
く
な
 
る
が
、
移
行
時
に
限
り
未
納
 
 

分
の
一
括
払
い
を
認
め
有
 
 

無
年
金
や
痙
端
な
低
年
金
 
 

で
生
潅
に
因
る
よ
う
な
高
齢
 
 

者
へ
の
配
慮
も
課
題
だ
。
生
 
 

活
必
需
品
に
軽
減
税
率
を
導
 
 

入
し
そ
れ
ら
の
人
々
も
因
ら
 
 

な
い
よ
う
に
す
る
、
ま
た
は
 
 

新
制
度
の
な
か
で
特
別
な
救
 
 

済
策
を
工
夫
す
る
な
ど
だ
。
 
 

共
通
年
金
は
所
得
に
よ
る
 
 

給
付
制
限
は
設
け
な
い
が
、
 
 

高
所
得
の
高
齢
者
に
は
所
得
 
 

税
の
公
的
年
金
等
控
除
の
縮
 
 

小
で
年
金
課
税
を
強
め
実
質
 
的
に
給
付
を
抑
え
る
む
そ
れ
 
 

に
よ
る
税
収
増
分
は
再
び
年
 
 

金
の
財
源
に
繰
り
入
れ
る
。
 
 
 

成
長
戦
略
の
 
 
 

充
実
不
可
欠
 
 
 

現
在
、
基
礎
年
金
の
支
給
 
 

開
始
年
齢
は
原
則
と
し
て
六
 
 

十
五
歳
。
将
来
の
消
糞
税
負
 
 

担
が
過
重
に
な
る
の
を
防
ぐ
 
 

た
め
に
、
六
十
七
歳
な
ど
に
 
 

さ
ら
に
上
げ
る
こ
と
が
課
題
 
 

に
な
る
。
雇
用
期
間
の
延
長
 
 

も
必
要
だ
。
 
 
 

よ
り
根
本
的
に
は
、
経
済
 
 

成
長
を
促
す
政
策
や
少
子
化
 
 

対
策
に
国
を
挙
げ
て
取
り
組
 
 

む
こ
と
が
不
可
欠
に
な
る
。
 
 

ま
た
与
野
党
は
年
金
制
度
を
 
 

政
争
の
具
と
せ
ず
、
長
期
的
 
 

な
視
点
に
立
ち
、
超
党
派
で
 
 

真
筆
（
し
ん
し
）
に
議
論
し
、
 
 

制
度
改
革
の
合
意
形
成
左
目
 
 

指
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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世代間で公平な制度に  
不要になる   

重
要
な
論
点
が
、
税
方
式
 
 

の
「
共
通
年
金
」
へ
の
切
り
 
 

替
え
で
不
要
と
な
る
約
十
二
 
 

兆
円
の
年
金
保
険
料
の
う
ち
 
 

企
業
負
担
の
約
三
兆
七
千
億
 
 

円
を
ど
う
す
る
か
だ
っ
た
。
 
 
 

年
金
保
険
料
の
十
二
兆
円
 
 

①
労
使
に
使
途
を
委
ね
る
 
 

②
年
金
財
源
の
「
雇
用
税
」
に
 
 

共
通
年
金
初
財
源
に
つ
い
に
移
る
追
加
財
源
は
十
二
兆
買
い
物
な
ど
で
か
か
る
税
率
 
 

て
ヾ
研
究
会
彗
ロ
ば
全
額
を
円
。
現
行
五
％
（
う
ち
地
方
は
t
O
％
前
後
に
な
る
。
 
 

年
金
邑
的
取
消
費
税
で
ま
か
消
費
税
一
％
）
の
消
費
税
率
 
現
在
も
基
礎
年
金
の
三
分
 
 

な
う
こ
と
と
し
た
。
税
方
式
は
五
％
前
後
の
幅
で
上
げ
、
竺
、
七
兆
四
千
億
円
は
消
 
 

保
険
料
を
税
で
代
替
 
 

受
給
者
に
も
応
分
の
負
担
 
 

を
税
方
式
に
切
り
替
え
て
も
 
 

全
体
の
競
模
は
同
じ
。
だ
が
 
 

満
蒙
税
率
引
き
上
げ
で
は
家
 
 

計
部
門
の
負
担
が
増
し
、
雇
 
 

い
主
の
負
担
は
軽
く
な
る
。
 
 

こ
の
ま
ま
で
は
「
消
費
税
を
 
 

増
税
す
る
一
方
で
企
業
巷
優
 
 

通
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
 
 

が
避
け
ら
れ
な
い
。
 
 
 

研
究
会
は
三
つ
の
選
択
肢
 
 

を
考
え
た
。
一
つ
は
企
業
や
 
 

労
使
に
判
断
を
委
ね
る
方
 
 

巧
余
裕
が
で
き
た
企
巣
は
 
 

賃
上
げ
や
雇
用
増
に
動
き
、
 
 

論必要  「パート年  

法
人
税
な
ど
の
納
税
も
増
え
 
 

る
。
皇
道
国
連
の
御
手
洗
 
 

富
士
夫
会
長
は
昨
年
に
「
普
 
 

通
の
経
営
者
な
ら
会
社
に
繰
 
 

り
入
れ
る
よ
う
な
こ
と
ば
し
 
 

な
い
」
と
「
社
員
還
元
」
を
 
 

主
張
し
た
。
だ
が
、
す
べ
て
 
 

の
経
営
者
が
還
元
に
応
じ
る
 
 

発
現
な
ど
の
税
財
源
で
賄
っ
 
 

て
い
る
。
こ
の
部
分
に
加
え
 
 

保
険
料
と
し
て
労
使
が
折
半
 
 

で
負
担
す
る
約
十
二
兆
円
 
 

（
〇
九
年
度
見
通
し
）
も
消
 
 

菜
税
負
担
に
置
き
換
え
る
。
 
 
 

合
計
十
九
兆
四
千
億
円
を
 
 

年
会
晶
の
油
壷
税
に
衣
替
 
 

え
す
る
。
消
費
税
一
％
分
は
 
 

二
兆
五
千
億
円
で
、
十
二
兆
 
 

円
の
確
保
に
は
約
五
％
の
税
 
 

率
引
き
上
げ
が
必
雫
年
金
 
 

目
的
な
の
で
地
方
財
源
な
ど
 
 

か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。
 
 

第
二
に
い
ま
の
企
業
負
担
 
 

を
「
雇
用
税
」
な
ど
の
形
で
 
 

鋳
け
る
案
だ
。
厚
生
年
金
の
 
 

報
酬
比
例
部
分
に
充
て
れ
ば
 
 

年
金
財
救
が
よ
り
安
定
す
 
 

る
。
半
面
、
企
業
が
正
社
員
 
 

へ
の
重
い
負
担
を
敬
遠
し
、
 
 

に
は
回
さ
な
い
前
提
だ
。
 
 

税
方
式
の
財
源
で
消
費
税
 
 

が
最
も
適
切
だ
と
す
る
理
由
 
 

の
第
一
は
、
世
代
間
の
公
平
 
 

を
保
ち
や
す
い
こ
と
b
モ
ノ
 
 

や
サ
ー
ビ
ス
の
消
費
時
に
か
 
 

か
る
税
金
で
、
人
口
の
比
重
 
 

が
一
層
高
ま
る
高
齢
者
も
応
 
 

分
の
負
担
を
す
る
の
で
、
働
 
 

き
盛
り
の
世
代
に
過
重
な
負
 
 

担
を
か
け
ず
に
済
む
。
 
 

消
費
税
は
低
所
得
の
人
ほ
 
 

ど
負
捜
が
重
く
な
る
「
逆
進
 
 

性
」
が
強
い
と
の
批
判
は
多
 
 

い
。
し
か
し
保
険
料
に
も
逆
 
 

進
性
は
あ
る
。
例
え
ば
自
営
 
 

業
者
な
ど
が
加
入
す
る
国
民
 
 

年
金
の
保
険
料
は
月
一
万
四
 
 

千
円
強
と
収
入
の
多
い
人
も
 
 

低
所
得
の
人
も
同
額
で
、
逆
 
 

非
正
規
労
働
者
の
採
用
増
に
 
 

動
く
こ
七
も
予
想
さ
れ
る
。
 
 

研
究
会
報
告
が
最
も
望
ま
 
 

し
い
と
し
た
の
は
兼
三
の
選
 
 

択
喝
パ
ー
ト
や
契
約
社
員
 
 

な
ど
の
非
正
規
労
働
者
に
対
 
 

す
る
老
後
の
備
え
を
厚
く
す
 
 

る
方
法
だ
。
雇
用
制
度
改
革
 
 

と
年
金
改
革
を
組
み
合
わ
せ
 
 

る
考
え
方
と
も
い
え
る
。
 
 
 

パ
ー
ト
の
厚
生
年
金
の
加
 
 

入
要
件
に
つ
い
て
は
、
過
労
 
 

働
時
間
を
現
行
の
「
三
十
時
 
 

間
以
上
」
か
ら
「
二
十
時
間
 
 

以
上
」
な
ど
に
対
象
を
広
げ
 
 

る
た
め
の
法
案
が
国
会
で
継
 
 

延
性
は
強
い
。
む
し
ろ
消
菜
 
 

動
向
に
応
じ
て
税
負
担
す
る
 
 

消
費
税
の
方
が
逆
進
性
は
扇
 
 

い
と
の
指
摘
も
多
か
っ
た
。
 
 
 

心
か
し
、
年
金
額
な
ど
の
 
 

収
入
が
低
い
人
々
に
と
っ
て
 
 

消
費
税
の
引
き
上
げ
が
生
活
 
 

へ
の
打
撃
と
な
る
こ
と
は
明
 
 

ら
か
だ
ろ
う
。
食
料
品
な
ど
 
 

の
基
礎
的
な
物
品
に
は
軽
減
 
 

税
率
を
設
け
る
こ
と
も
検
討
 
 

課
題
と
な
る
ご
」
の
場
合
、
 
 

本
則
の
消
菜
税
率
の
引
き
上
 
 

げ
は
五
％
よ
り
も
大
幅
に
す
 
 

る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
 
 
 

想
定
以
上
に
少
子
化
が
進
 
 

ん
だ
り
経
済
成
長
が
低
迷
し
 
 

た
り
す
れ
ば
、
税
率
を
さ
ら
 
 

に
上
げ
て
給
付
を
維
持
す
る
 
 

か
、
給
付
を
抑
え
負
担
増
を
 
 

続
審
議
と
な
っ
て
い
る
。
こ
 
 

の
法
案
を
早
急
に
成
立
さ
せ
 
 

る
の
は
当
然
と
し
て
、
企
業
 
 

は
非
正
頼
労
働
者
の
待
遇
改
 
 

善
に
■
苫
ら
に
積
極
的
に
取
り
 
 

組
む
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

間
置
点
も
あ
る
。
経
営
難
 
 

な
ど
で
今
も
厚
生
年
金
の
加
 
 

入
義
務
毒
守
れ
な
い
事
業
所
 
 

は
多
い
。
パ
ー
ト
比
率
が
高
 
 

い
流
通
な
ど
の
業
界
に
コ
ス
 
 

ト
増
が
及
び
や
す
い
。
だ
が
 
 

企
業
負
捜
問
題
は
年
金
改
革
 
 

へ
の
国
民
の
理
解
を
左
石
す
 
 

る
。
雇
用
改
革
も
含
め
て
議
 
 

論
毒
深
め
る
ペ
き
だ
ろ
一
つ
。
 
 
 

避
け
る
か
の
選
択
に
な
る
。
 
 

高
齢
化
で
噂
b
む
医
療
や
 
 

介
護
の
費
用
、
財
政
健
全
化
 
 

や
地
方
財
源
の
確
保
に
も
消
 
 

菜
税
増
税
が
必
要
と
の
指
摘
 
 

も
多
い
。
財
温
泉
模
を
見
極
 
 

め
、
世
代
雇
替
是
議
論
が
 
 

こ
こ
で
も
求
為
ら
れ
る
。
 
 

高
額
の
所
縁
を
得
て
い
る
 
 

高
齢
者
へ
の
年
金
課
税
強
化
 
 

も
示
し
た
。
年
金
給
付
時
に
 
 

大
幅
な
税
優
遇
を
認
め
て
い
 
 

る
公
的
年
金
控
除
を
縮
小
し
 
 

て
、
課
税
の
範
囲
を
広
げ
る
 
 

こ
と
が
検
討
課
題
と
な
る
。
 
 

年
金
制
度
は
所
得
制
限
な
ど
 
 

を
設
け
ず
簡
明
に
す
る
一
 
 

方
、
高
額
所
得
者
に
は
所
得
 
 

税
負
担
で
実
質
的
な
「
返
還
」
 
 

を
求
め
る
考
え
方
だ
。
 
 



平成20年1月7日（月）日本経済新聞 朝刊 第6面  

こ
れ
ま
で
の
年
金
制
廣
改
 
 

革
は
、
年
金
財
政
の
悪
化
に
 
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
の
根
 
 

本
を
変
え
ず
に
保
険
料
を
上
 
 

げ
て
給
付
を
下
げ
る
そ
の
場
 
 

し
の
ぎ
の
対
策
を
繰
り
返
し
 
 

て
き
た
。
制
度
改
革
が
迷
走
 
 

す
る
間
に
若
年
層
の
年
金
へ
 
 

の
不
信
感
は
増
し
、
未
納
・
 
 

未
加
入
の
拡
大
と
い
う
形
で
 
 

制
度
が
空
洞
化
し
っ
つ
あ
る
 
 

の
が
実
態
だ
。
与
野
党
共
に
 
 

年
金
を
「
政
争
の
具
」
に
し
 
 

た
結
果
、
抜
本
改
革
は
先
送
国
民
年
金
が
発
足
し
、
「
圏
 
 

り
さ
れ
、
国
民
の
将
来
に
不
尽
皆
年
金
」
が
実
現
し
た
の
 
 

透
明
感
が
広
が
っ
て
い
る
。
は
一
九
六
妄
の
こ
と
だ
。
 
 

自
営
業
者
ら
が
加
入
す
る
こ
の
後
、
高
度
成
長
を
追
い
 
 
 

年金改革の歴史   

1961  離島年金が発軋国雄年金実現   

的年金一元化を完了すると閻講決定   

的に引き下げ、基経年金を導入   

．！厚生年金保険料の段階的引き上げ、給付抑制のマクロ擢  
済スライド方式導入。凰民年金保険料未納問題が政界に  

l皆     凄 も波及  ・2呼二  朝露当暑不明の年会記録5000万件の問題が表面化、社会保険   責 庁改革法成立   

「
政
争
の
具
」
抜
本
改
革
先
送
り
 
 

民主党案も  

財源・に甘さ  

風
に
七
〇
年
代
に
か
け
て
与
 
 

党
・
自
民
党
は
年
金
制
度
の
 
 

拡
充
挙
っ
た
い
、
給
付
水
準
 
 

の
引
き
上
げ
を
続
け
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
皆
年
金
実
現
か
 
 

ら
二
十
年
が
た
た
な
い
う
ち
 
 

に
状
況
は
一
変
す
る
。
八
〇
 
 

年
に
旧
厚
生
省
が
年
金
財
政
 
 

の
危
讐
訴
え
、
厚
生
年
金
 
 

の
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
 
 

げ
を
提
案
し
た
か
ら
だ
。
提
 
 

実
は
自
民
党
の
反
対
で
こ
の
 
 

と
竜
は
撤
回
さ
れ
た
が
、
結
 
 

局
十
四
年
後
の
九
四
年
ま
で
 
 

待
っ
て
実
現
し
た
。
 
 
 

八
五
年
に
は
給
付
水
準
の
 
 

本
格
的
な
引
き
下
げ
を
実
施
 
 

し
、
八
九
年
に
は
そ
れ
ま
で
 
 

任
意
加
入
だ
っ
た
学
生
に
国
 
 

民
年
金
の
強
制
加
入
を
課
し
 
 

た
。
年
金
は
高
度
成
長
期
の
 
 

「
野
放
図
な
拡
大
」
（
与
党
 
 

法
具
）
の
結
果
、
八
〇
年
代
 
 

以
降
、
常
に
付
け
焼
き
刃
の
 
 

財
政
対
策
に
追
わ
れ
る
よ
う
 
 

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 
 
 

与
党
は
二
〇
〇
四
年
の
年
 
 

金
改
革
で
物
価
や
賃
金
の
上
 
 

昇
に
比
べ
て
年
金
給
付
を
抑
 
 

え
る
仕
組
み
を
導
入
し
た
 
 

が
、
軌
を
一
に
し
て
当
時
の
 
 

福
田
康
夫
官
房
長
官
、
菅
直
 
 

人
民
主
党
代
表
ら
の
年
金
未
 
 

納
問
題
が
発
覚
。
そ
も
そ
も
 
 

若
年
層
に
保
険
料
の
「
天
引
 
 

き
」
を
受
け
る
厚
生
年
金
に
 
 

加
入
す
る
正
規
労
働
者
が
減
 
 

り
つ
つ
あ
っ
た
な
か
で
、
年
 
 

金
不
倫
に
よ
る
未
納
の
流
れ
 
 

が
強
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
 
 

昨
年
表
面
化
し
た
該
当
者
 
 

不
明
の
年
金
記
録
五
千
万
件
 
 

の
問
題
は
、
年
金
不
唐
を
決
 
 

定
的
に
し
た
。
財
政
窮
乏
と
 
 

若
年
層
の
不
僑
・
未
納
と
い
 
 

う
二
重
の
危
機
に
対
処
法
は
 
 

示
さ
れ
て
い
な
い
。
 
 

一
方
、
野
党
は
ど
う
だ
ろ
 
 

う
か
。
〇
四
年
の
参
院
遺
で
 
 

民
主
党
は
「
三
％
の
年
金
目
 
 

的
消
乗
税
」
と
セ
ッ
ト
で
基
 
 

礎
年
金
の
税
方
式
化
妄
マ
ニ
 
 

フ
ェ
ス
ト
（
政
権
公
約
）
に
 
 

掲
げ
た
。
し
か
し
、
昨
夏
の
 
 

参
院
選
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
 
 

は
「
消
費
税
三
％
引
き
上
げ
」
 
 

の
文
言
は
消
え
、
消
費
税
は
 
 

据
え
置
い
た
ま
ま
で
税
方
式
 
 

を
設
計
す
る
と
う
た
っ
た
。
 
 
 

特
別
会
計
な
ど
か
ら
「
埋
 
 

蔵
金
」
を
ひ
ね
り
出
す
考
え
 
 

だ
が
、
同
時
に
高
所
得
者
に
 
 

は
給
付
が
で
き
な
い
仕
組
み
 
 

で
必
要
財
源
を
抑
え
る
方
 
 

針
。
た
だ
、
実
際
に
移
行
す
 
 

る
の
に
は
ど
れ
だ
け
の
財
源
 
 

が
必
要
か
、
対
象
者
は
誰
に
 
 

な
る
の
か
、
い
ま
だ
に
詳
細
 
 

設
計
は
示
さ
れ
て
い
な
い
ま
 
 

ま
。
〇
五
年
に
は
「
年
金
を
 
 

政
争
の
具
に
し
な
い
」
と
い
 
 

う
合
曹
葉
で
与
野
党
で
年
金
 
 

改
革
を
進
め
る
枠
組
み
を
つ
 
 

く
っ
た
が
、
民
主
党
は
現
在
 
 

は
参
加
を
拒
ん
で
い
る
。
与
 
 

野
党
の
年
金
に
対
す
る
姿
勢
 
 

は
、
年
金
不
倍
量
広
げ
た
一
 
 

因
に
も
な
っ
て
い
る
。
 
 

人
口
の
高
齢
化
を
背
景
と
 
 

し
た
年
金
財
政
の
再
建
は
多
 
 

く
の
先
進
国
で
共
通
の
課
題
 
 

と
な
っ
て
い
る
。
経
済
協
力
 
 

開
発
機
楕
（
O
E
C
D
）
が
 
 

ま
と
め
た
報
告
警
「
斑
表
で
 
 

見
る
年
金
 
二
〇
〇
七
年
 
 

版
」
に
よ
る
と
、
加
盟
国
の
 
 

ほ
ぼ
す
べ
て
が
一
九
九
〇
年
 
 

以
降
に
制
度
改
革
を
実
施
し
 
 

て
い
る
。
う
ち
十
六
カ
国
を
 
 

調
べ
た
と
こ
ろ
、
制
度
改
革
 
 

の
結
果
と
し
て
年
金
の
見
込
 
 

主要国の年金支給開始年齢  

標準的在年金支絵開始年鈴  

空手㌔ニ 
亭丁（62）  

．．  6丁  

67  

レラン■ド  66（65）  
∴ふ骨雪 ・こンヱ■シ  

65  

■  － 65（63）  
無常謀  65（61）  

65（60）  
拝・．■・  

額 65（60）  

【て 65（60）  

一、・ 

トラリ  65（55）  

i果・・・こモ■．二  60   

（注）カツコ内は縁り上げ支給関始年箭  （出典）0〔CD一区俵で見る年金2007年版j  

改革世界の潮流  

み
は
平
均
で
二
二
％
削
減
 
 

さ
れ
て
い
た
。
 
 
 

給
付
を
減
ら
す
典
型
的
な
 
 

手
段
は
年
金
支
給
開
始
年
齢
 
 

の
引
き
上
げ
だ
。
O
E
C
D
 
 

加
盟
国
で
ば
男
性
の
場
合
、
 
 

六
十
五
歳
の
国
が
多
い
が
、
 
 

米
国
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ア
イ
 
 

ス
ラ
ン
ド
の
三
カ
国
が
六
十
 
 

七
歳
へ
の
引
き
上
げ
を
決
 
 

め
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ド
イ
ツ
、
 
 

英
国
も
引
き
上
げ
を
換
訂
し
 
 

て
い
る
。
 
 

給付年齢引き上げ／低所得者向け充実   

O
E
C
D
は
こ
の
ほ
か
、
 
 

高
齢
者
の
就
労
促
進
、
マ
ク
 
 

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
な
ど
に
よ
 
 

る
給
付
額
の
調
整
、
確
定
拠
 
 

出
年
金
の
導
入
、
間
接
税
依
 
 

存
の
強
ま
り
な
ど
を
年
金
制
 
 

廣
改
革
の
国
際
的
な
潮
流
と
 
 

し
て
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

年
金
制
度
全
体
と
し
て
の
 
 

給
付
額
を
抑
え
る
一
方
で
、
 
 

低
所
得
者
向
け
の
年
金
左
充
 
 

実
さ
せ
る
動
き
も
あ
る
。
O
 
 

E
C
D
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
 
 

ス
、
英
国
な
ど
が
最
近
の
制
 
 

度
改
革
で
低
所
得
者
の
公
的
 
 

年
金
左
手
厚
く
し
て
セ
ー
フ
 
 

テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
を
強
化
し
、
 
 

受
給
額
が
減
ら
な
い
よ
う
に
 
 

工
夫
し
て
い
る
。
 
 
 

「
各
国
の
年
金
制
産
は
そ
 
 

の
国
の
経
済
、
社
会
、
文
化
 
 

に
強
く
影
響
さ
れ
な
が
ら
発
 
 

展
し
て
き
た
」
と
も
精
確
 
 

「
ど
の
国
に
も
当
て
は
ま
る
 
 

ベ
ス
ト
の
制
度
は
存
在
し
な
 
 

い
」
と
も
認
め
て
い
有
 
 

ト
．
√
．
′
∴
－
‖
■
．
「
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全
額
税
方
式
に
よ
る
年
金
制
 
 

度
を
導
入
す
る
場
合
、
越
え
な
 
 

け
れ
ぼ
な
ら
な
い
大
き
な
ハ
ー
 
 

ド
ル
が
制
度
移
行
期
間
の
年
金
 
 

の
扱
い
だ
。
円
滑
に
新
制
度
に
 
 

切
り
香
え
る
た
め
に
、
研
究
会
 
 

は
仮
に
最
低
加
入
期
間
を
十
年
 
 

と
し
、
四
十
年
闇
の
移
行
期
問
 
 

を
設
け
る
藁
を
議
論
し
た
。
 
 
 

移
行
期
の
年
金
給
付
の
基
礎
 
 

と
な
る
の
は
、
現
行
制
度
の
加
 
 

入
期
間
と
新
制
度
の
加
入
期
間
 
 

の
長
さ
に
応
じ
て
、
両
制
度
か
 
 

ら
年
金
の
給
付
を
受
け
る
考
え
 
 

方
だ
。
現
行
制
度
に
準
じ
て
二
 
 

十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
四
十
 
 

年
間
を
加
入
期
間
の
「
満
期
」
 
 

と
仮
定
。
年
齢
に
応
じ
て
三
つ
 
 

新制度への移行方法の例  

制度切り替え時に20歳未満   

→全額を新制度に基づいて給付  

（例1）60歳までに、日本国内に40年以上居住  

→溝鞋支給   

（例2）60歳までに、日本国内に15年居住  

→満額×15／40を支絵   

（例3）60蔑までに、日本国内に5年居住  
→最低加入期間（例えば10年）より居住年数が短ければ無年金  

20歳末満の場合  

ど
う
な
る
年
金
給
付
 
 
 

40年居住で満額  
の
ケ
ー
ス
に
分
類
し
て
み
る
。
 
 
 

第
一
の
ケ
ー
ス
は
制
度
切
り
 
 

替
え
時
の
年
齢
が
「
二
十
歳
未
 
 

満
」
。
年
金
加
入
は
新
制
度
の
導
 
 

入
後
な
の
で
、
全
額
を
新
制
度
 
 

か
ら
支
給
す
る
三
十
歳
以
降
、
 
 

四
十
年
闇
国
内
に
居
住
す
れ
ば
 
 

満
額
の
六
万
六
千
円
を
受
け
取
 
 

れ
る
。
税
方
式
は
居
住
年
数
が
 
 

受
給
額
の
基
準
と
な
る
の
で
、
 
 

海
外
生
活
が
長
い
な
ど
加
入
期
 
 

間
が
十
年
間
の
場
合
は
「
満
額
 
 

の
四
十
分
の
十
」
の
一
万
六
千
 
 

五
首
円
と
い
う
計
算
だ
。
 
 

制度切り替え時に60歳以上   

→全額を現行制度に萎づいて給付  

（例1）40年間保険料を払った甥合→満願支給   

（例2）30年間保険料を払った場合→満籠×30／40を支給   

（例3）30年間保険料を払い、払わなかった10年のうち3年間が  
全貌免除期間（※）の場合  

→満額×（30＋3×1／3）／40＝満額×31／40を支給  
60歳以上の場合  

全額旧制度から   
制度切り替え時に20歳以上60歳未満   

→現行制度と新制度ゐ加入期間ゐ長引こ応じ七両制度から冶付  
革
一
の
ケ
「
ス
は
制
度
切
り
 
 

替
え
時
の
年
齢
が
「
六
十
歳
以
 
 

上
」
。
す
で
に
現
行
制
度
に
基
 
 

づ
い
て
、
年
金
の
支
給
額
は
確
 
 

定
し
て
い
る
の
で
全
額
を
旧
制
 
 

度
か
ら
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
 
 

「
最
低
加
入
期
間
二
十
五
年
」
 
 

に
よ
っ
て
無
年
金
と
な
る
人
や
 
 

低
年
金
看
を
救
済
す
る
の
も
新
 
 

制
度
の
大
き
な
目
的
凸
研
究
会
 
 

で
は
、
制
度
切
り
替
え
時
に
過
 
 

去
に
さ
か
の
ぽ
っ
て
未
納
と
な
 
 

っ
て
い
る
保
険
料
を
支
払
え
る
 
 

特
例
措
置
の
実
施
、
移
行
後
に
 
 

例1）制度切り替え時に51轟。現行制度に31年間保険料を払い、  

60歳までに9年間日本国内に居住  

現行制J空から…  

（現行制度の満薇）×31／4Dを支桧  

宴斤制度から…  
（新制度の満額）×9／40を支給  

20歳以上60歳未満の場合一  

束納なら減額に  （例2）制度切り考え時に51歳。現行制度で20年間保険料を払い、  

払わなかった11年のうち3年間が全額免除期間（※）。  

言らに60歳までの9年間のうち5年間日本国内に居住  

現行制l萱から・・・  

（現行制度の満徴）×（20十3×1／3）／40を支給  

新制度から・・・  
（新制度の満額）×5／40を支給  

無
年
金
者
ら
が
消
受
観
で
年
金
 
 

財
源
養
負
担
す
る
こ
と
へ
の
配
 
 

慮
を
求
め
る
意
見
も
あ
っ
た
。
 
 

第
三
の
ケ
ー
ス
が
「
ニ
十
歳
 
 

以
上
六
十
歳
末
滞
」
。
た
と
え
 
 

ば
五
十
姦
で
あ
れ
ば
、
現
行
 
 

制
度
に
加
入
し
て
三
十
一
年
、
 
 

新
制
度
施
行
後
に
満
期
納
付
の
 
 

四
十
年
ま
で
あ
と
九
年
だ
。
 
 
 

こ
の
場
合
、
現
行
制
度
か
ら
 
 

「
満
額
の
四
十
分
の
三
十
〓
、
 
 

新
制
度
か
ら
「
満
額
の
四
十
分
 
 

の
九
」
を
払
う
と
い
う
の
が
提
 
 

案
の
骨
子
だ
。
同
じ
五
十
一
歳
 
 

で
も
未
納
付
の
期
間
が
あ
れ
ば
 
 

給
付
を
少
な
く
し
、
保
険
料
を
 
 

き
ち
ん
と
納
め
た
人
が
不
利
に
 
 

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
 
 

（X）現行制度では全額免除期間を1／3として計算する  

4
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真が皆年金」実現へ道筋  
提
案
す
る
「
共
通
年
金
」
 
 

は
①
財
源
を
保
険
料
か
ー
ケ
消
 
 

費
税
に
転
換
②
園
内
居
住
十
 
 

年
で
受
給
権
が
発
生
③
移
行
 
 

期
聞
は
新
旧
両
制
度
か
ら
加
 
 

入
期
間
に
応
じ
て
給
付
－
－
 
 

な
ど
の
特
徴
が
あ
る
。
 
 
 

大
き
な
利
点
の
一
つ
は
現
 
 

行
制
度
の
存
続
を
危
う
く
し
 
 

て
い
る
未
納
・
未
加
入
の
問
 
 

日
本
経
済
新
聞
社
の
年
金
制
歴
改
革
研
究
会
は
社
会
保
険
方
式
や
税
方
式
の
長
短
所
な
ど
を
比
 
 

較
、
検
討
し
た
結
果
、
「
基
礎
年
金
の
税
方
式
化
」
が
優
れ
て
い
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
納
付
 
 

率
の
低
下
や
年
金
記
録
漏
れ
問
題
な
ど
で
現
行
の
社
会
保
険
方
式
は
国
民
の
信
頼
を
失
い
、
制
度
 
 

の
維
持
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
年
金
目
的
の
彗
窺
に
よ
る
税
方
式
の
導
入
に
よ
り
公
的
年
金
 
 

制
度
の
持
続
性
を
向
上
さ
せ
、
真
の
「
国
民
皆
年
金
」
の
実
現
に
も
近
づ
け
る
。
 
 

レ
へ
P
㌍
H
．
 
 

年金制度への国民の借頬が大  
き＜搾らいでいる（東京都新  
才育区の新宿社会保険事務所）  

題
を
ほ
ぼ
解
消
で
き
る
こ
と
 
 

だ
。
年
金
記
録
の
管
理
も
単
 
 

純
に
な
り
、
記
録
漏
れ
聞
題
 
 

の
是
正
も
期
待
で
き
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
日
本
に
最
低
 
 

十
年
間
住
め
ぼ
経
で
も
年
金
 
 

を
受
け
取
れ
る
よ
う
に
す
れ
 
 

ば
、
「
国
民
皆
年
金
」
の
姿
 
 

に
近
い
。
四
 
 

十
年
で
満
額
 
 

と
な
る
よ
う
 
 

に
居
住
期
間
 
 

に
比
例
し
て
 
 

支
給
す
る
方
法
を
想
定
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

現
行
の
基
礎
年
金
制
度
 
 

は
、
保
険
料
を
納
め
た
期
間
 
 

に
応
じ
て
受
給
額
が
決
ま
 
 

る
。
最
低
加
入
期
間
の
二
十
 
 

五
年
（
保
険
料
を
免
除
、
猶
 
 

予
さ
れ
た
期
間
も
含
む
）
に
 
 

一
カ
月
で
も
届
か
な
け
れ
ば
 
 

無
年
金
と
な
る
。
満
額
を
受
 
 

給
す
る
に
は
四
十
年
闇
、
保
 
 

険
料
を
払
い
続
け
な
け
れ
ば
 
 

未
納
・
未
加
入
、
解
消
へ
 
 

な
ら
な
い
原
則
だ
。
 
 

居
住
年
数
に
応
じ
て
給
付
 
 

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
 
 

ば
、
専
業
主
婦
や
フ
リ
ー
タ
 
 

ー
な
ど
雇
用
形
髄
草
生
括
様
 
 

式
の
多
様
性
に
も
柔
軟
に
対
 
 

応
で
き
る
。
受
給
要
件
を
拠
 
 

出
期
間
二
十
五
年
か
ら
例
え
 
 
 

ば
居
住
期
間
十
年
に
す
る
こ
 
 

と
で
、
無
年
金
者
を
救
う
効
 
 

果
も
期
待
し
て
い
る
。
 
 
 

「
社
会
保
険
方
式
」
を
う
 
 

た
う
現
行
制
度
も
年
間
約
十
 
 

九
兆
四
千
億
円
の
給
付
額
の
 
 

三
分
の
一
近
く
は
す
で
に
税
 
 

に
依
存
し
て
い
る
。
「
税
方
 
 

式
」
へ
の
転
換
は
、
残
り
の
 
 

十
二
兆
円
の
保
険
料
負
担
を
 
 

な
く
す
代
わ
り
に
税
に
置
き
 
 

換
え
る
方
法
だ
。
 
 
 

（
l
面
参
照
）
 
 

日
本
で
生
括
し
て
い
る
限
 
 

り
、
必
ず
消
蛮
税
の
負
担
が
 
 

生
じ
る
。
高
齢
者
も
相
応
の
 
 

負
捏
を
す
る
の
で
、
現
行
制
 
 

度
に
比
べ
て
世
代
間
の
公
平
 
 

さ
の
面
で
優
れ
て
い
る
と
の
 
 

指
摘
も
あ
っ
た
。
 
 
 

半
面
、
年
金
受
給
者
の
側
 
 

か
ら
み
れ
ば
、
引
退
後
も
消
 
 

費
税
の
形
で
年
金
制
度
に
追
 
 

加
拠
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
 
 

で
、
年
金
の
受
取
額
が
実
質
 
 

年
金
改
革
を
進
め
る
の
と
 
 

同
時
に
欠
か
せ
な
い
の
は
、
 
 

生
産
性
の
向
上
や
政
府
・
企
 
 

業
の
両
部
門
の
効
率
化
を
通
 
 

じ
て
日
本
経
済
の
成
長
力
を
 
 

し
っ
か
り
保
っ
て
い
く
こ
と
 
 

だ
。
徹
底
し
た
歳
出
削
減
や
 
 

経
済
成
長
の
促
進
を
通
じ
、
 
 

消
来
観
率
の
引
き
上
げ
幅
左
 
 

で
き
る
だ
け
抑
え
る
努
力
も
 
 

必
要
に
な
る
。
 
 

物
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
 
 

す
る
た
び
に
消
来
者
が
負
担
 
 

感
を
持
つ
消
袈
税
の
増
税
 
 

は
、
実
施
前
の
駆
け
込
み
消
 
 
 

経
済
の
活
力
保
っ
て
こ
そ
 
 

的
に
減
っ
て
し
ま
う
。
給
付
 
 

と
負
担
の
関
係
も
不
明
確
と
 
 

な
り
、
「
生
海
保
護
」
と
似
 
 

た
性
格
を
持
つ
こ
と
も
問
題
 
 

と
な
り
う
る
。
最
低
十
年
居
 
 

住
を
受
給
要
件
と
す
れ
ば
、
 
 

現
行
制
度
に
比
べ
て
財
源
が
 
 

膨
ら
む
可
能
性
も
あ
る
。
 
 
 

研
究
会
は
こ
の
ほ
か
、
三
 
 

つ
の
試
案
を
検
討
し
た
。
現
 
 

行
制
度
を
改
良
す
る
試
案
①
 
 

は
未
納
・
未
加
入
問
題
の
解
 
 

費
や
反
動
に
よ
る
消
架
の
落
 
 

ち
込
み
を
招
く
。
年
金
保
険
 
 

料
の
負
担
が
軽
く
な
る
と
は
 
 

い
え
、
心
理
的
に
景
気
を
冷
 
 

や
す
。
消
菜
税
率
が
五
％
に
 
 

上
が
っ
た
一
九
九
七
年
に
景
 
 

気
が
落
ち
込
ん
だ
こ
と
は
な
 
 

お
記
憶
に
新
し
い
。
 
 

税
率
の
上
げ
万
は
経
済
を
 
 

殺
さ
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
 
 

意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
非
 
 

効
率
な
公
共
事
業
や
水
ぶ
く
 
 

れ
の
行
政
組
織
に
徹
底
し
て
 
 

メ
ス
を
入
れ
れ
ば
、
・
増
税
幅
 
 

を
圧
縮
す
る
余
地
は
ま
だ
で
 
 

障
年
金
も
組
 
 

み
合
わ
せ
る
試
案
②
は
サ
ー
フ
 
 

リ
ー
マ
ン
と
自
蔓
者
の
年
 
 

金
二
刀
化
に
関
し
て
「
理
想
 
 

的
だ
が
所
得
捕
掟
の
問
題
か
 
 

ら
日
本
で
は
非
現
実
的
」
と
 
 

の
声
が
多
か
っ
た
。
 
 

試
案
⑧
は
税
方
式
の
「
共
 
 

通
年
金
」
と
低
所
得
者
向
け
 
 

の
「
補
完
年
金
」
を
組
み
合
 
 

わ
せ
た
が
、
研
究
会
案
と
比
 
 

較
し
所
得
捕
捉
と
制
度
の
複
 
 

雑
さ
が
課
題
に
挙
が
っ
た
。
 
 

き
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

経
済
成
長
を
進
め
る
明
確
 
 

不
振
に
陥
れ
ば
ど
ん
な
に
立
 
 

な
戦
略
も
重
要
だ
。
経
済
が
 
 
 

派
な
制
度
で
も
や
り
繰
り
は
 
 

苦
し
く
な
る
。
日
本
は
国
内
 
 

総
生
産
（
G
D
P
）
の
約
一
・
 
 

五
倍
の
長
期
政
府
債
務
を
抱
 
 

え
、
動
労
世
代
の
人
口
比
寒
 
 

が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
く
。
 
 

グ
ロ
ー
バ
ル
覇
争
で
生
き
残
 
 

る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
 
 

最
近
の
日
本
で
は
税
財
政
 
 

や
社
会
保
障
の
抜
本
改
革
を
 
 

避
け
、
一
時
的
な
効
果
し
か
 
 

消
が
難
し
 
 

い
。
社
会
保
 
 

険
方
式
を
庚
 
 

則
に
最
低
保
 
 

公
的
年
金
は
拠
出
時
も
給
付
 
 

暗
も
税
金
が
優
遇
さ
れ
る
。
 
 
 

労
使
折
半
の
保
険
料
は
基
本
 
 

的
に
所
得
税
や
法
人
税
の
課
税
 
 

対
象
に
な
ら
な
い
。
年
金
給
付
 
 

で
は
「
公
的
年
金
等
控
除
」
が
 
 

あ
る
。
年
収
で
最
低
七
十
万
円
 
 

ま
で
は
非
課
税
で
、
そ
れ
以
上
 
 

で
も
五
十
万
円
の
定
額
控
除
と
 
 

年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
年
 
 

金
制
度
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
最
低
限
の
期
間
。
資
格
 
 

期
間
と
も
い
う
。
原
則
と
し
て
 
 

社
会
保
険
方
式
で
は
保
険
料
の
 
 

納
付
期
間
、
税
方
式
で
は
居
住
 
 

年
数
が
基
準
と
な
る
。
日
本
の
 
 

現
行
制
度
の
場
合
、
二
十
歳
以
 
 

上
六
十
歳
末
滞
の
日
本
に
住
所
 
 

保
険
料
を
払
わ
な
く
て
も
税
 
財
源
に
よ
っ
て
高
齢
者
が
基
礎
 
 

年
金
を
受
け
取
れ
る
の
が
税
方
 
 

式
。
払
っ
た
保
険
料
に
応
じ
て
 
 

給
付
を
受
け
る
の
が
社
会
保
険
 
 

方
式
。
税
方
式
は
未
納
・
未
加
 
 

入
に
よ
る
年
金
制
度
の
空
洞
化
 
 

を
是
正
す
る
期
待
が
あ
る
半
 
 

面
、
給
付
と
負
担
の
関
係
は
不
 
 

若
い
う
ち
に
年
金
保
険
料
を
 
 

積
み
立
て
て
運
用
し
、
老
後
に
 
 

取
り
崩
す
年
金
が
積
み
立
て
方
 
 

式
。
あ
る
年
度
の
年
金
を
同
じ
 
 

年
度
に
集
め
た
財
源
で
ま
か
な
 
 

う
の
が
賦
課
方
式
。
 
 
 

日
本
の
公
的
年
金
制
度
は
賦
 
 

課
方
式
を
基
本
に
不
足
分
を
積
 
立
金
で
補
う
「
修
正
賦
課
方
 
 

式
」
。
納
め
た
保
険
料
は
積
み
 
 

歳出減と成長促進を  
な
い
予
算
の
バ
ラ
マ
キ
を
復
 
 

権
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
そ
の
 
 

場
し
の
ぎ
」
の
考
え
方
が
台
 
 

頭
し
て
い
る
。
行
政
部
門
の
 
 

リ
ス
ト
ラ
や
規
制
緩
和
は
立
 
 

ち
往
生
し
、
外
国
か
ら
の
資
 
 

本
を
呼
び
込
ん
で
経
済
を
括
 
 

性
化
す
る
「
開
か
れ
た
日
本
」
 
 

も
掛
け
声
倒
れ
だ
。
 
 
 

人
々
が
安
心
し
て
お
金
を
 
 

消
束
に
回
せ
る
よ
う
に
す
る
 
 

た
め
に
も
、
社
会
保
障
全
体
 
 

へ
の
倍
額
を
高
め
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
高
齢
化
で
医
綬
 
 

や
介
護
の
給
付
が
急
に
膨
ら
 
 

む
の
も
深
刻
な
問
題
だ
。
負
 
 

担
の
あ
り
方
を
正
面
か
ら
議
 
 

論
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

年
金
財
源
に
税
金
を
充
て
 
 

F．空車亘  最低加入期間  年金課税  積み立て方式・賦課方式  

が
あ
る
人
は
外
国
人
も
含
め
て
 
 

す
べ
て
国
民
年
金
加
入
の
義
務
 
 

が
あ
る
。
最
低
加
入
期
間
は
二
 
 

十
五
年
だ
が
、
学
生
や
若
年
者
 
 

な
ど
保
険
料
を
免
除
、
猶
予
さ
 
れ
た
期
間
や
外
国
に
住
ん
で
い
 
 

た
期
間
も
含
む
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
一
カ
月
で
も
欠
け
れ
ば
無
 
 

年
金
と
な
る
。
 
 

定
率
控
除
（
収
入
額
に
応
じ
て
 
 

二
五
、
一
五
、
五
％
の
三
段
階
）
 
 

を
課
税
対
象
か
ら
外
せ
る
。
 
 
 

公
的
年
金
等
控
除
の
減
収
額
 
 

は
約
一
兆
四
千
億
円
。
定
率
控
 
 

除
を
一
定
の
収
入
額
ま
で
に
限
 
 

る
こ
と
な
ど
で
、
高
年
金
の
人
 
 

に
よ
り
一
層
の
税
負
担
を
求
め
 
 

る
べ
き
だ
と
の
声
も
強
い
。
 
 

明
確
と
な
る
。
 
 
 

日
本
の
基
礎
年
金
は
給
付
財
 
 

源
の
約
三
分
の
二
が
保
険
料
だ
 
 

が
、
残
り
は
税
に
よ
る
国
庫
負
 
 

担
。
国
庫
負
捜
を
二
〇
〇
九
年
 
 

産
ま
で
に
二
分
の
t
へ
引
き
上
 
 

げ
る
の
が
政
府
の
既
定
方
針
 
 

で
、
「
社
会
保
険
方
式
」
は
す
 
 

で
に
形
骸
化
し
て
い
る
。
 
 

立
て
ら
れ
ず
に
、
そ
の
年
匿
の
 
 

一
つ
ち
に
年
金
給
付
に
使
わ
れ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
は
賦
課
 
 

方
式
だ
が
、
納
め
た
年
金
を
賃
 
 

金
上
昇
率
な
ど
仮
想
的
な
利
子
 
 

率
で
運
用
す
る
と
み
な
し
て
将
 
 

来
の
受
給
額
を
通
知
す
る
「
み
 
 

な
し
積
み
立
て
方
式
」
を
採
用
 
 

し
て
い
る
。
 
 
 

る
時
の
問
題
点
は
「
拠
出
と
 
 

給
付
」
の
関
係
が
あ
い
ま
い
 
 

に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ま
 
 

は
保
険
料
を
払
わ
な
い
人
は
 
 

年
金
が
受
け
取
れ
な
い
が
、
 
 

税
方
式
は
納
税
を
逃
れ
て
も
 
 

正
直
に
税
を
納
め
て
い
る
人
 
 

も
同
様
に
年
金
が
受
け
取
れ
 
 

る
。
研
究
会
で
も
「
消
費
税
 
 

に
も
滞
納
や
課
税
逃
れ
の
問
 
 

題
が
撃
」
り
う
る
」
と
い
う
 
 

指
摘
が
あ
っ
た
。
 
 
 

不
正
は
国
民
の
制
度
不
偉
 
 

に
直
結
す
る
。
納
税
者
番
号
 
 

や
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
 
 

（
送
り
状
）
方
式
の
導
入
な
 
 

ど
公
正
な
納
税
に
向
け
た
制
 
 

度
改
革
も
避
け
て
通
れ
な
 
 

。
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最
有
力
と
し
た
研
究
会
藁
 
 

は
、
現
制
度
の
基
礎
年
金
部
 
 

分
を
「
共
通
年
金
」
に
改
め
 
 

財
源
を
保
険
料
か
ら
消
菓
税
 
 

に
切
り
替
え
る
考
え
方
だ
。
 
 

試
案
の
利
点
は
簡
明
で
公
 
 

平
な
制
度
に
な
る
こ
と
だ
。
 
 

制
度
移
行
後
は
「
共
通
」
の
 
 

名
が
示
す
よ
う
に
職
種
、
収
 
 

二
つ
目
の
試
案
は
現
役
時
 
 

の
所
得
に
比
例
す
る
社
会
保
 
 

険
方
式
の
年
金
を
基
本
に
、
 
 

無
年
金
書
・
低
年
金
者
に
対
 
 

し
て
は
税
財
源
に
よ
る
最
低
 
 

保
障
年
金
を
組
み
合
わ
せ
る
 
 

案
だ
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
自
 
 

営
業
者
の
制
度
も
〓
冗
化
を
 
 

研究会案  

入
に
か
か
わ
ら
ず
年
金
受
給
 
 

者
に
一
律
額
を
支
給
す
る
。
 
 
 

今
は
会
社
勤
め
は
厚
生
年
 
 

金
、
患
貴
著
は
国
民
年
金
 
 

な
ど
と
別
の
年
金
に
分
か
れ
 
 

て
制
度
が
複
雑
と
な
っ
て
い
 
 

る
。
未
納
に
よ
る
国
民
年
金
 
 

の
財
政
力
不
足
を
厚
生
年
金
 
 

の
余
資
で
補
い
、
見
え
な
い
 
 

不
公
平
が
生
じ
て
い
る
。
 
 
 

消
栗
税
財
源
な
ら
ば
保
険
 
 

料
を
払
わ
ず
年
金
を
受
け
取
 
 

る
会
社
鼻
世
帯
の
専
菓
主
婦
 
 

な
ど
「
夢
二
号
被
保
険
者
」
 
 

も
相
応
の
負
担
を
す
る
。
 
 
 

考
慮
す
べ
き
点
も
あ
る
。
 
 

た
と
え
ば
保
険
料
を
払
わ
ず
 
 

想
定
す
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
 
 

の
制
度
に
近
い
。
 
 
 

基
礎
年
金
の
財
源
の
三
分
 
 

の
一
を
税
に
頼
る
現
行
制
度
 
 

に
比
べ
、
保
険
方
式
が
原
則
 
 

な
の
で
給
付
と
負
担
の
関
係
 
 

は
よ
り
明
確
。
一
方
、
税
方
 
 

式
で
「
公
的
扶
助
」
の
性
格
 
 

を
持
つ
最
低
保
障
年
金
は
低
 
 

所
得
者
へ
の
安
全
網
と
し
て
 
 

機
能
し
、
「
国
民
皆
年
金
」
 
 

も
達
成
で
き
る
。
経
済
や
社
 
 

会
の
大
き
な
変
化
に
応
じ
て
 
 

給
付
額
を
調
整
す
る
「
マ
ク
 
 

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
や
仮
相
脚
 
 

的
な
賃
金
上
昇
肇
～
量
に
し
 
 

現役世代の負担軽減  所得把握が課題に  
に
無
年
金
と
な
り
生
括
に
因
 
 

っ
て
い
る
高
齢
者
も
、
新
制
 
 

度
に
よ
る
年
金
目
的
の
消
費
 
 

税
を
払
う
。
そ
う
し
た
人
の
 
 

救
済
策
を
ど
う
す
る
か
だ
。
 
 
 

共
通
年
金
の
上
に
は
、
個
 
 

々
の
働
き
手
が
拠
出
す
る
報
 
 

酬
比
例
年
金
が
乗
る
格
好
に
 
 

な
る
ご
」
の
制
度
設
計
に
つ
 
 

い
て
は
具
体
的
に
詰
め
ず
、
 
 

今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
。
 
 

研究会案のほかに3つの試案を検討した  た
「
み
な
し
積
み
立
て
方
式
」
 
 

も
選
択
肢
と
な
る
。
 
 

一
方
、
日
本
は
所
得
捕
捉
 
 

の
問
題
が
あ
る
た
め
自
営
業
 
 

者
の
年
金
を
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
 
 

と
二
冗
化
す
る
の
は
容
易
で
 
 

な
い
。
一
般
的
に
女
性
の
就
 
 

労
期
間
も
短
く
、
所
得
比
例
 
 

年
金
は
低
く
な
り
が
ち
だ
。
 
 

最
低
保
障
年
金
は
生
括
保
護
 
 

と
の
整
合
性
も
課
題
だ
。
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研
究
会
が
検
討
し
た
試
案
 
 

の
第
一
は
現
行
の
社
会
保
険
 
 

方
式
を
改
良
す
る
方
法
だ
。
 
 

ま
ず
デ
フ
レ
で
停
止
中
の
 
 

「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
 
 

を
よ
り
機
動
的
に
連
用
し
、
 
 

給
付
抑
制
を
進
め
る
。
高
裁
 
 

化
の
進
展
な
ど
に
よ
る
現
役
 
 

世
代
の
負
担
増
を
避
け
る
た
 
 

め
に
給
付
額
の
上
昇
幅
を
抑
 
 

え
る
仕
組
み
だ
が
、
今
は
集
 
 

金
や
物
価
の
伸
び
が
低
迷
 
 

し
、
発
動
で
き
ず
に
い
る
。
 
 
 

高
齢
化
は
二
〇
〇
四
年
年
 
 

金
改
革
の
想
定
以
上
に
進
ん
 
 

だ
。
二
三
年
以
降
も
年
金
額
 
 

を
現
役
世
代
の
平
均
収
入
の
 
 

三
つ
目
の
試
案
は
、
最
有
 
 

力
と
し
た
研
究
会
異
に
低
所
 
 

得
者
向
け
の
「
補
完
年
金
」
 
 

左
加
え
た
発
展
形
だ
。
所
得
 
 

制
限
を
設
廿
ず
に
定
額
を
給
 
 

付
す
る
税
方
式
の
「
共
通
年
 
 

金
」
で
未
納
・
未
加
入
問
題
 
 

を
解
決
す
る
点
は
研
究
会
案
 
 

と
同
じ
。
こ
の
共
通
年
金
に
 
 

引
退
後
の
所
得
に
比
例
す
る
 
 

補
完
年
金
を
乗
せ
る
。
カ
ナ
 
 

ダ
の
制
度
に
近
い
。
 
 
 

現
行
制
度
と
ほ
ぼ
同
水
準
 
 

の
年
金
額
を
保
証
す
る
一
 
 

方
、
研
究
会
案
に
比
べ
共
通
 
 

年
金
部
分
の
税
投
入
額
を
低
 
 

徴収強化に決め手なく  低所得者救済、制度は複雑  
五
〇
％
強
に
保
つ
目
棲
も
修
 
 

正
が
避
け
ら
れ
な
い
。
 
 

給
付
を
維
持
し
、
年
金
保
 
 

険
料
の
上
限
を
高
く
す
る
遺
 
 

択
肢
も
あ
る
。
厚
生
年
金
の
 
 

規
制
慶
は
料
率
が
年
収
の
l
 
 

八
主
％
（
労
使
折
半
）
 

達
す
る
一
七
年
以
降
は
科
寒
 
 

が
上
が
ら
な
い
仕
組
み
だ
。
 
 
 

こ
の
試
案
の
利
点
は
制
度
 
 

変
更
の
混
乱
が
小
さ
い
こ
 
 

と
。
基
礎
年
金
の
国
庫
負
捏
 
 

比
率
を
二
分
の
一
に
上
げ
る
 
 

財
源
を
除
い
て
増
税
も
必
要
 
な
い
。
半
面
、
保
険
料
徴
収
 
 

の
強
化
策
に
決
め
手
は
な
 
 

く
、
未
納
問
題
の
解
決
は
非
 
 

常
に
難
し
い
。
強
制
加
入
の
 
 

「
国
民
皆
年
金
」
は
空
文
化
 
 

し
た
ま
ま
と
な
る
。
 
 

く
抑
え
る
。
そ
の
代
わ
り
、
 
 

補
完
年
金
で
所
得
比
例
部
分
 
 

の
保
険
料
を
払
え
な
い
低
所
 
 

得
者
を
救
済
す
る
。
カ
ナ
ダ
 
 

と
同
様
に
高
所
得
の
年
金
受
 
 

給
者
に
は
年
金
給
付
の
一
部
 
 

ま
た
は
全
額
を
国
庫
に
返
納
 
 

す
る
「
ク
ロ
ー
バ
ッ
ク
・
シ
 
 

ス
テ
ム
」
を
導
入
す
る
選
択
 
 

肢
も
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

半
面
、
研
究
会
案
に
比
べ
 
 

制
度
は
複
雑
で
難
解
だ
。
試
 
 

案
②
と
同
様
に
、
所
得
を
ど
 
 

う
捕
捉
す
る
か
と
い
う
問
題
 
 

も
残
る
。
共
通
年
金
の
額
が
 
 

現
行
の
基
礎
年
金
の
商
辞
 
 

（
月
六
万
六
千
円
）
よ
り
大
 
 

幅
に
低
い
場
合
、
理
解
を
得
 
 

に
く
い
可
能
性
も
あ
る
。
 
 
 研究会のメンバー  

【社内委員】主幹・岡部直明、  
東京本社前集局長・高橋雄一、  
論説委員長・平田育夫、論説喜り  
変異最・滝田洋一、論説委員・  
渡辺俊介、編僕局次長・長谷部  

l削、編集愚欠長兼政治部長・原  
出完介、経済部長・宮本明彦、  
編集委員兼論説委員・大林尚、  
編集委員兼論説委員・菅野幹雄、  
ヴュりクス編集部次長・奥村茂  
三郎   

【外部委員】宮島洋学稲畑大  
学法学学術院・法学部教授、酉  

また経済財攻諮問会誌の八代  
尚宏議員（国際基瞥数大学数義  
挙邪教授）からも同会談の民間  
議員提案について聞く機会を設  
けました。  

◇   
3人の外部委員の意見は15日  

から経済数量面で連戦する予定  
です。  

沢和彦日本総合研究所調査部ヒ  
ジネス潮略研究センター主任研  
究員、土居丈朗慶応義塾大学経  
済学部椎教授   




